
 

 

原子力規制委員会組織規則の改正について 

 

令和３年３月１７日 

原 子 力 規 制 庁 

 

令和３年度機構・定員要求の結果を反映するとともに、原子力規制庁の所掌事務等に関

する規定を整理するため、別紙のとおり原子力規制委員会組織規則を改正することとした

い。 

 

１．改正概要 

（１）令和３年度機構・定員要求の反映 

ア 上席技術研究調査官の人数を「９人」から「１２人」に変更する。 

イ 上席監視指導官の人数を「９人」から「１１人」に変更する。 

（２）放射線安全研究に関する規定の整理 

令和４年度より放射線安全に関する事務のうち調査及び研究を放射線防護Ｇから技

術基盤Ｇへ移管する構想の実現に向けて、令和３年度から準備を行えるよう技術基盤

課の所掌事務を追加する。 

（３）原子力専門検査官に関する規定の整理 

首席原子力専門検査官及び上席原子力専門検査官が、平成２９年の原子炉等規制法

改正法附則の規定により「なお従前の例による」こととされる検査（使用前検査、溶

接検査、燃料体検査及び施設検査）を行うことができることを明確化する。 

（４）地方公共団体との連絡調整に関する規定の整理 

地方公共団体との連絡調整を関係課室で一体となって効果的に実施できるよう、広

報室の所掌事務から当該業務を削除し、総務課が直轄する事務とする。 

 

２．施行時期 

令和３年４月１日 

 

３．備考 

原子力規制庁組織細則についても所要の改正（定員要求の反映、訓令室の設置、記載

の適正化）を行う。 

 

資料７ 
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○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

号

原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
二
十
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
行
政
組

織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
原
子
力
規
制
委
員
会
設
置
法
を
実
施
す

る
た
め
、
原
子
力
規
制
委
員
会
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年

月

日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

原
子
力
規
制
委
員
会
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

原
子
力
規
制
委
員
会
組
織
規
則
（
平
成
二
十
四
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
、
別
表
に
よ
り
改
正
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
中
の
傍
線
及
び
二
重
傍
線
の
意
義
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し

た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
。

二

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
新
た
に
追
加
す
る
こ
と
。
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三

標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
改
正
前
欄
に
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
規
定
を
削
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

※
官
報
掲
載
時
は
【
別
表
】
の
体
裁
に
よ
る
新
旧
対
照
表
を
挿
入
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別
表

原
子
力
規
制
委
員
会
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表

改

正

前

改

正

後

（
技
術
基
盤
課
の
所
掌
事
務
）

（
技
術
基
盤
課
の
所
掌
事
務
）

第
五
条

技
術
基
盤
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
条

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

原
子
力
事
故
に
よ
る
災
害
の
防
止
及
び
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
に

［
号
を
加
え
る
。
］

関
す
る
事
務
の
う
ち
技
術
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

（
放
射
線
防
護
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

（
放
射
線
防
護
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

放
射
線
防
護
企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条

［
同
上
］

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
事
故
に
よ
る
災
害
の
防
止
に

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
原
子
力
事
故
に
よ
る
災
害
の
防
止
に

関
す
る
こ
と
（
総
務
課
、
技
術
基
盤
課
及
び
監
視
情
報
課
の
所
掌
に
属
す

関
す
る
こ
と
（
総
務
課
及
び
監
視
情
報
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

る
も
の
を
除
く
。
）
。

。
）
。

［
四
・
五

略
］

［
四
・
五

同
上
］

六

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
に
関
す

六

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
に
関
す

る
こ
と
（
技
術
基
盤
課
、
監
視
情
報
課
及
び
安
全
規
制
管
理
官
の
所
掌
に

る
こ
と
（
監
視
情
報
課
及
び
安
全
規
制
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

除
く
。
）
。

（
監
査
・
業
務
改
善
推
進
室
、
広
報
室
、
国
際
室
、
事
故
対
処
室
及
び
法
令

（
監
査
・
業
務
改
善
推
進
室
、
広
報
室
、
国
際
室
、
事
故
対
処
室
及
び
法
令

審
査
室
並
び
に
企
画
官
、
国
際
協
力
推
進
官
、
地
域
原
子
力
規
制
総
括
調
整

審
査
室
並
び
に
企
画
官
、
国
際
協
力
推
進
官
、
地
域
原
子
力
規
制
総
括
調
整

官
、
公
文
書
監
理
調
査
官
、
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
官
、
防
災
シ
ス
テ
ム
専
門

官
、
公
文
書
監
理
調
査
官
、
情
報
シ
ス
テ
ム
管
理
官
、
防
災
シ
ス
テ
ム
専
門

官
及
び
上
席
原
子
力
防
災
専
門
官
）

官
及
び
上
席
原
子
力
防
災
専
門
官
）

第
十
四
条

［
１
～
３

略
］

第
十
四
条

［
１
～
３

同
上
］

４

広
報
室
は
、
広
報
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

４

広
報
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
号
を
削
る
。
］

一

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

［
号
を
削
る
。
］

二

委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
地
方
公
共
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
務
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の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

［
５
～

略
］

［
５
～

同
上
］

18

18

（
経
理
調
査
官
、
上
席
訟
務
調
整
官
、
原
子
力
規
制
特
別
国
際
交
渉
官
、
企

（
経
理
調
査
官
、
上
席
訟
務
調
整
官
、
原
子
力
規
制
特
別
国
際
交
渉
官
、
企

画
官
、
首
席
技
術
研
究
調
査
官
、
上
席
会
計
監
査
官
、
上
席
技
術
研
究
調
査

画
官
、
首
席
技
術
研
究
調
査
官
、
上
席
会
計
監
査
官
、
上
席
技
術
研
究
調
査

官
、
核
物
質
防
護
指
導
官
、
上
席
核
物
質
防
護
対
策
官
、
国
際
核
セ
キ
ュ
リ

官
、
核
物
質
防
護
指
導
官
、
上
席
核
物
質
防
護
対
策
官
、
国
際
核
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
専
門
官
及
び
安
全
管
理
調
査
官
）

テ
ィ
専
門
官
及
び
安
全
管
理
調
査
官
）

第
十
九
条

長
官
官
房
に
、
経
理
調
査
官
一
人
、
上
席
訟
務
調
整
官
二
人
（
検

第
十
九
条

長
官
官
房
に
、
経
理
調
査
官
一
人
、
上
席
訟
務
調
整
官
二
人
（
検

察
官
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
。
）
、
原
子
力
規
制
特
別
国
際
交
渉
官

察
官
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
。
）
、
原
子
力
規
制
特
別
国
際
交
渉
官

一
人
、
企
画
官
三
人
、
首
席
技
術
研
究
調
査
官
五
人
、
上
席
会
計
監
査
官
一

一
人
、
企
画
官
三
人
、
首
席
技
術
研
究
調
査
官
五
人
、
上
席
会
計
監
査
官
一

人
、
上
席
技
術
研
究
調
査
官
十
二
人
、
核
物
質
防
護
指
導
官
一
人
、
上
席
核

人
、
上
席
技
術
研
究
調
査
官
九
人
、
核
物
質
防
護
指
導
官
一
人
、
上
席
核
物

物
質
防
護
対
策
官
二
人
、
国
際
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
官
一
人
及
び
安
全
管

質
防
護
対
策
官
二
人
、
国
際
核
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
官
一
人
及
び
安
全
管
理

理
調
査
官
二
人
を
置
く
。

調
査
官
二
人
を
置
く
。

［
２
～

略
］

［
２
～

同
上
］

12

12

（
安
全
規
制
調
整
官
、
特
殊
施
設
規
制
官
、
首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
、
統

（
安
全
規
制
調
整
官
、
特
殊
施
設
規
制
官
、
首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
、
統

括
監
視
指
導
官
、
安
全
管
理
調
査
官
、
上
席
原
子
力
専
門
検
査
官
、
上
級
原

括
監
視
指
導
官
、
安
全
管
理
調
査
官
、
上
席
原
子
力
専
門
検
査
官
、
上
級
原

子
炉
解
析
専
門
官
、
上
席
監
視
指
導
官
及
び
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
）

子
炉
解
析
専
門
官
、
上
席
監
視
指
導
官
及
び
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
）

第
二
十
二
条

原
子
力
規
制
部
に
、
安
全
規
制
調
整
官
九
人
、
特
殊
施
設
規
制

第
二
十
二
条

原
子
力
規
制
部
に
、
安
全
規
制
調
整
官
九
人
、
特
殊
施
設
規
制

官
一
人
、
首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
二
人
、
統
括
監
視
指
導
官
四
人
、
安
全

官
一
人
、
首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
二
人
、
統
括
監
視
指
導
官
四
人
、
安
全

管
理
調
査
官
八
人
、
上
席
原
子
力
専
門
検
査
官
十
九
人
、
上
級
原
子
炉
解
析

管
理
調
査
官
八
人
、
上
席
原
子
力
専
門
検
査
官
十
九
人
、
上
級
原
子
炉
解
析

専
門
官
二
人
、
上
席
監
視
指
導
官
十
一
人
及
び
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
二

専
門
官
二
人
、
上
席
監
視
指
導
官
九
人
及
び
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
二
十

十
二
人
を
置
く
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
、

二
人
を
置
く
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
、
上

上
席
原
子
力
専
門
検
査
官
及
び
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
は
原
子
力
検
査
官

席
原
子
力
専
門
検
査
官
及
び
統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
は
原
子
力
検
査
官
（

（
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
検
査
官

原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
原
子
力
検
査
官
を

を
い
う
。
）
と
し
て
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

い
う
。
）
と
し
て
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
安
全
規
制
管
理
官
の
つ
か

４

首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
安
全
規
制
管
理
官
の
つ
か

さ
ど
る
職
務
の
う
ち
原
子
力
規
制
検
査
等
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
七
条

さ
ど
る
職
務
の
う
ち
原
子
力
規
制
検
査
等
（
原
子
炉
等
規
制
法
第
六
十
七
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
及
び
確
認
の
う
ち
核
物
質
防
護
に
関
す
る
も

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
検
査
及
び
確
認
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す

の
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
確
認
に
あ
っ
て
は
、
使
用
前

る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
実
施
に
関
す
る
も
の
を
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事
業
者
検
査
及
び
使
用
前
検
査
に
係
る
も
の
（
原
子
力
利
用
に
お
け
る
安
全

助
け
る
。

対
策
の
強
化
の
た
め
の
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
五
号

）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
検
査
を
含
む
。
）
に
限
る
。
）
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
つ
い
て
の
企
画

及
び
立
案
並
び
に
実
施
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

５

統
括
監
視
指
導
官
は
、
命
を
受
け
て
、
安
全
規
制
管
理
官
の
つ
か
さ
ど
る

５

統
括
監
視
指
導
官
は
、
命
を
受
け
て
、
安
全
規
制
管
理
官
の
つ
か
さ
ど
る

職
務
の
う
ち
原
子
力
規
制
検
査
等
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に

職
務
の
う
ち
原
子
力
規
制
検
査
等
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に

関
す
る
も
の
を
助
け
る
（
原
子
力
規
制
検
査
等
の
う
ち
確
認
に
あ
っ
て
は
、

関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

［
６
～
９

略
］

［
６
～
９

同
上
］

統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
安
全
規
制
管
理
官
の
つ

統
括
原
子
力
運
転
検
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
安
全
規
制
管
理
官
の
つ
か

10

10
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
原
子
力
規
制
検
査
等
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
。

さ
ど
る
職
務
の
う
ち
原
子
力
規
制
検
査
等
に
関
す
る
も
の
を
助
け
る
（
原
子

力
規
制
検
査
等
の
う
ち
確
認
に
あ
っ
て
は
、
首
席
原
子
力
専
門
検
査
官
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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